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令和４年１０月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和４年１０月２６日（水） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 付議事件 

議案第２２号 新潟市図書館条例施行規則の一部改正について･･･････１ 

議案第２３号 新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則の 

一部改正について･････････････････････････････････５ 

議案第２４号 職員の人事措置について･････････････････････････１１ 

 

第３ 報告 

・新型コロナウイルス感染状況について･････････････････････当日配布 

・令和５年度新潟市立学校教員採用選考検査結果について･･･････････１ 

・令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の 

 諸課題に関する調査結果について･････････････････････････当日配布 

 

第４ 次回日程 

 １１月定例会 令和 ４年１１月２５日（金）午後３時３０分 

 

第５ 閉会 
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議案第２２号 

新潟市立図書館条例施行規則の一部改正について 

新潟市立図書館条例施行規則の一部改正について、次のとおりとしたいため議決を求め

る。 

令和４年１０月２６日提出 

新潟市教育委員会 

教育長 井崎 規之 

 

新潟市立図書館条例施行規則の一部改正について 

 

１ 改正理由 

  利用が減少している大形地区図書室について地域と協議した結果、閉室することとな

ったため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正内容 

令和４年１１月１日をもって閉室する大形地区図書室について、別表から削除する。 

 

３ 施行期日 

  令和４年１１月１日 

 

 

付議　1



新潟市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年 月 日 

新潟市教育委員会  

教育長       

新潟市教育委員会規則第  号 

新潟市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟市立図書館条例施行規則（平成１９年新潟市教育委員会規則第２５号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１大形地区図書室の項を削る。 

附 則 

この規則は、令和４年１１月１日から施行する。 

付議　2
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付議　4



 

議案第２３号  

新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則の一部改正について 

新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則の一部改正について、次のとおりとしたいため議

決を求める。  

令和４年１０月２６日提出  

新潟市教育委員会  

教育長 井崎 規之  

 

新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則の一部改正について 

 

１ 改正理由 

特別支援教育課が新設されたことに伴い、「入学通知書」中の記載を改める。 

また、「入退学報告書」の学校長の印及び「児童生徒増減報告書」の校長の印を削る。 

 

２ 改正内容 

別記様式第２号（第５条関係）及び別記様式第２号の２（第６条関係）の「入学通知書」

の問い合わせ先を学校支援課から特別支援教育課に改める。 

また、別記様式第９号「学校長 印」及び第１２号「校長 （印）」を削る。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

付議　5



 

 新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和４年 月 日  

新潟市教育委員会     

                       教育長          

新潟市教育委員会規則第  号  

   新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則 

 新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則（昭和３３年新潟市教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。  

別記様式第２号及び別記様式第２号の２を次のように改める。  

別記様式第２号（第５条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付議　6



 

別記様式第２号の２（第６条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記様式第９号中「学校長 印」を削る。  

別記様式第１２号中「校長             （印）」を削る。  

   附 則  

この規則は、公布の日から施行する。  

                               

付議　7



 

新潟市学齢児童生徒の就学に関する規則(昭和33年新潟市教育委員会規則第3号)新旧対照表（案） 

改正後（案） 現行 備考 

 

別記様式第２号（第５条関係）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
別記様式第２号の２（第６条関係） 
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別記様式第２号の２（第６条関係） 
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